覚　 書

神栖市教育委員会（以下「甲」という。）と　　　　　　　　　　 （以下「乙」という。）は、神栖市立図書館図書スポンサー制度実施要項（以下「要項」という。）に基づく図書等の提供に関し、以下のとおり覚書を締結する。 

　（提供図書等）
第１条　乙は、甲に次の図書等を提供し、その購入代金を負担する。
	提供館
	種別(図書等)
	提供額

	
	
	


　（広告媒体等）
第２条　乙が名称及び広告を表示することができる媒体及び表示方法並びに表示期間は、次に掲げるものとする。
	広告媒体及び表示方法
	表示期間

	
	

	
	


　（図書スポンサーの責務）
第３条　乙は、広告の内容に起因する一切の責任を負うものとする。
２　乙は、広告の表示に関して苦情の申立て、損害賠償の請求等がなされた場合は、自らの責任及び負担において解決しなければならない。
３　乙は、図書スポンサーの権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
（定めのない事項に関する疑義） 
第４条　本覚書及び要項に定めのない事項について疑義が生じたときは、甲及び乙は誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

本覚書は２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保管するものとする。 

 　年　　月　　日

甲　茨城県神栖市溝口４９９１番地５
神栖市教育委員会
教育長　　　　　　　　　　　　　　　印

乙  住所
名称
代表者名　　　　　　　　　　　　　　 印
